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市議案第７号 

   令和５年度豊中市一般会計予算 

 令和５年度豊中市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 173,892,983 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで 

 きる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」に 

 よる。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、25,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

 

 

 令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

税 26,387,28

歳

2

3 軽 自 動

 

車 税 367,255

出

4 市 た ば こ 税

 

2,900,747

予

5 事 業 所 税 1

 

,008,070

算

6 都 市 計 画 税 6

　

,162,758

　

2 地 方 譲 与 税 2

１

歳

,332,000

　

1 地 方 揮 発 油 譲

入

与 税 150,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 440,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 42,000

4 航 空 機 燃 料 譲 与 税 1,700,000

3 利 子

 

割 交 付 金 80,000

1 利 子 割 交 付 金 80,000

款

4 配 当 割 交 付 金

項

660,000

金

1 配 当 割 交 付 金 6

　

60,000

　

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割

　

交 付 金 480,000

　

1 株 式 等 譲

表

額

渡 所 得 割 交 付 金 480

　

,000

6

 

法 人 事 業 税 交 付 金 71

(

0,000

単

1 法 人 事 業 税 交 付 金 7

位

10,000

 

7 地 方 消 費 税 交 付 金

 

9,892,000

 

1 地 方 消 費 税

 

交 付 金 9,892,0

　

千

00

8 自 動

円

車 取 得 税 交 付 金 1

)

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

9 環 境 性 能 割 交 付 金 130,000

1 市

　

税 72,603,83

歳

4

1 市 民 税

 

35,777,722

入

2 固 定 資 産
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款

コロナウイルス感染症

項

対 2

策地方税

金

減収補填特別交付金

　

11 地 方 交 付

　

税 9,275,000

　

1 地 方 交 付

　

税 9,275,000

額

12 交 通 安

　

全 対 策 特 別 交 付 金 37

 

,000

1

(

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付

単

金 37,000

位

13 分 担 金 及 び 負

 

担 金 1,465,05

 

9

1 負 担 金

 

1,465,059

 

14 使 用 料 及

千

び 手 数 料 2,081,

円

331

1 使

)

用 料 1,747,628

2 手 数 料 333,703

15 国 庫 支 出 金 38,207,992

1 国 庫 負 担 金

1

33,592,260

環

2 国 庫 補 助

境

金 4,548,035

性

3 国 庫 委 託

能

金 67,697

割

16 府 支 出 金 14

交

,114,972

付

1 府 負 担 金 9,

金

800,121

1

2 府 補 助 金 3,4

3

80,642

0

3 府 委 託 金 834,

,

209

17

0

財 産 収 入 855,04

0

4

1 財 産 運

0

用 収 入 133,717

2 財 産 売 払 収 入 721,327

10 地 方 特 例 交 付 金 366,002

1 地 方 特 例 交 付 金 366,000

2 新型
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款

02

2 基 金

項

繰 入 金 5,202,9

金

40

20 繰

　

越 金 1

1 繰

　

越 金 1

21

　

諸 収 入 3,258,1

　

87

1 延 滞

額

金 、 加 算 金 及 び 過 料 5

　

0,018

 

2 市 預 金 利 子 1,00

(

0

3 貸 付 金

単

元 利 収 入 6,850

位

4 収 益 事 業 収

 

入 410,000

 

5 雑 入 2,79

 

0,319

 

22 市 債 11,128

千

,300

1

円

市 債 11,128,3

)

00

歳 入 合 計 173,892,983

　　歳　出

款 項 金　　　　額

　 (単位    千円)

1

1 議 会 費 669,

8

199

1 議

寄

会 費 669,199

附

2 総 務 費 16

金

,244,075

3

1 総 務 管 理 費 1

7

3,554,686

6

2 徴 税 費 1,

,

346,330

4

3 戸 籍 住 民 基 本 台

1

帳 費 838,943

8

1 寄 附 金 376,418

19 繰 入 金 5,839,842

1 特 別 会 計 繰 入 金 636,9
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款

1 社 会 福 祉 費

項

19,272,708

金

2 児 童 福 祉

　

費 38,200,32

　

4

3 生 活 保

　

護 費 18,833,7

　

91

4 災 害

額

救 助 費 1,825

　

5 国 民 年 金 費 6

 

4,408

(

6 国 民 健 康 保 険 事 業 費

単

4,218,951

位

7 介 護 保 険 事

 

業 費 6,529,61

 

2

8 後 期 高

 

齢 者 医 療 事 業 費 5,9

 

05,199

千

4 衛 生 費 15,68

円

5,493

)

1 保 健 衛 生 費 11,251,965

2 清 掃 費 4,433,528

5 労 働 費 303,813

1 労 働 諸 費

4

303,813

選

6 農 林 水 産 業 費 5

挙

2,619

費

1 農 業 費 52,619

3

7 商 工 費 7

8

04,029

7

1 商 工 費 704,0

,

29

8 土 木

1

費 12,283,77

0

2

1 土 木 管

0

理 費 725,676

2 建 築 管 理 費 513,427

3 道 路 橋 梁 費 3,440,088

5 統 計 調 査 費 40,795

6 監 査 委 員 費 76,221

3 民 生 費 93,026,818
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款

603

9 消

項

防 費 5,015,06

金

1

1 消 防 費

　

5,015,061

　

10 教 育 費 2

　

0,210,926

　

1 教 育 総 務 費

額

4,964,191

　

2 小 学 校 費 7

 

,757,405

(

3 中 学 校 費 4,

単

034,611

位

4 社 会 教 育 費 3,

 

454,719

 

11 公 債 費 9,0

 

25,918

 

1 公 債 費 9,025

千

,918

1

円

2 諸 支 出 金 621,2

)

60

1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 617,998

2 減 債 基 金 積 立 金 3,262

13 予 備 費 50,000

4

1 予 備 費 50,

水

000

歳 出

利

合 計 173,892,

費

983

432,230

5 下 水 道 費 3,163,255

6 都 市 計 画 費 2,817,493

7 住 宅 費 1,191,
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第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

地域雇用活性化推進事業に対する損失補償 令和5年度～令和10年度

      79,800千円

国がとよなか雇用
創造協議会に対
し、地域雇用活性
化推進事業に係る
委託を行ったこと
により損失を生じ
たときは、上記金
額の範囲内でその
損失を補償するこ
とができる

豊中市私立高等学校入学支度金貸付に対する損失補
償

令和5年度～令和10年度

      10,000千円

北おおさか信用金
庫が豊中市私立高
等学校入学支度金
の貸付を行ったこ
とにより損失を生
じたときは、上記
金額の範囲内でそ
の損失を補償する
ことができる

本庁舎管理業務 令和6年度 8,700千円

本庁舎整備事業 令和6年度 348,200千円

滞納整理システム更改業務 令和5年度～令和6年度 134,100千円

総合コールセンター運用業務 令和6年度～令和10年度 400,000千円

ローズ文化ホール施設整備事業 令和6年度 323,200千円

庄内体育館整備事業 令和6年度 672,800千円

豊中ローズ球場整備事業 令和6年度 971,800千円

市有地利活用不動産証券化手法に係るアドバイザ
リー委託業務

令和6年度～令和8年度 30,300千円

児童発達支援事業民間委託業務 令和5年度～令和6年度 152,800千円 

児童発達支援事業給食委託業務 令和5年度～令和6年度 21,800千円
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事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

児童発達支援事業送迎委託業務 令和5年度～令和6年度 28,600千円

螢池駅西自動車駐車場施設管理業務 令和5年度～令和10年度 269,300千円

都市景観形成推進業務 令和6年度 1,400千円

市営西谷住宅整備事業 令和5年度～令和13年度 5,372,700千円

道路橋長寿命化事業 令和6年度 177,000千円

千里地区歩路橋改修事業 令和6年度 165,000千円

新千里東町歩第8号線（こぼれび通り）整備事業（基
盤整備課）

令和6年度 18,000千円

指定金融機関業務 令和6年度 13,000千円

中央公民館設備更新事業 令和6年度 174,900千円

桜井谷東小学校放課後こどもクラブ運営委託業務 令和6年度～令和8年度 186,900千円

選挙準備業務 令和5年度～令和6年度 60,900千円
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第 ３ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

庁 舎 整 備 事 業 

 

千円 

 

１３６，８００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 

 

 

文化施設整備事業 

 

８４，９００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

体育施設整備事業 

 

 

６０４，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

賦課徴収事業 

 

３，６００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

地域共生センター・

母子父子福祉セン

タ ー 整 備 事 業 

 

 

１０８，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

人権平和センター

整 備 事 業 

 

 

５９，５００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

障害福祉センター

整 備 事 業 

 

 

２４，３００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公 立 こ ど も 園 

整 備 事 業 

 

 

２，０３８，３００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

児童発達支援セン

タ ー 整 備 事 業 

 

 

２１，６００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

水 道 事 業 

 

 

２７３，３００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

５ 

 

同 上 

 

同    上 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

道 路 橋 梁 

新 設 改 良 事 業 

千円 

 

４９１，９００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 

 

道 路 舗 装 事 業 

 

２５３，６００ 同 上 ３．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

交 通 安 全 施 設 

整 備 事 業 

 

２３７，１００ 同 上 ３．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

都市再開発事業 

 

 

５４，２００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

街 路 事 業 

 

１９８，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公 園 整 備 事 業 

 

 

１４，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

住 宅 整 備 事 業 

 

 

６０８，０００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

常 備 消 防 事 業 

 

 

２３，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

消防施設整備事業 

 

 

１１８，７００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

小 中 一 貫 校 

整 備 事 業 

 

 

１，９９４，３００ 

 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

小 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

千円 

 

５１８，８００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証券発行 

 

％以内 

３．０ 

年以内 

３０ 

年以内 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 

 

 

中 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

 

５８９，０００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公民館整備事業 

 

 

１０４，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

図書館整備事業 

 

 

４７，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

臨時財政対策債 

 

 

２，５１８，０００ 

 

同 上 下記(１) 

のとおり 
２０ ３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

計 

 

 

１１，１２８，３００ 

 

（１） ３．０％（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） 
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令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市国民健康保険事業特別会計予算書 
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市議案第８号 

   令和５年度豊中市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和５年度豊中市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 41,124,127 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、2,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

2 使 用 料 及 び 手 数

歳

料 31

1 手

 

数 料 31

3

出

国 庫 支 出 金 1,670

 

1 国 庫 補 助

予

金 1,670

 

4 府 支 出 金 28,3

算

75,616

　

1 府 補 助 金 28,3

　

75,616

１

歳

5 繰 入 金 4,218

　

,951

1

入

繰 入 金 4,218,951

6 繰 越 金 369,996

1 繰 越 金 369,996

7 諸 収 入 24,575

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 3,00

 

2

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 21,572

款

歳 入 合 計 41,12

項

4,127

　　歳　出

金　

款 項 金　　　　額

　 

　

(単位    千円)

　

1 総 務 費 7

　

81,303

表

額

1 総 務 管 理 費 749

　

,505

2

 

徴 収 費 31,345

(

3 運 営 協 議 会

単

費 453

2

位

保 険 給 付 費 27,63

 

0,108

   

　

千円)

1 国

　

民 健 康 保 険 料 8,13

歳

3,288

 

1 国 民 健 康 保 険 料 8,

入

133,288

17



款

5 葬 祭 諸 費

項

26,000

金

6 医 療 給 付 費 64,

　

126

7 傷

　

病 手 当 金 3,000

　

3 国民健康保

　

険事業費納付金 12,

額

196,287

　

1 医 療 給 付 費 分 8

 

,698,779

(

2 後 期 高 齢 者 支

単

援 金 等 分 2,528,

位

813

3 介

 

護 納 付 金 分 968,6

 

95

4 保 健

 

事 業 費 452,303

 

1 保 健 事 業

千

費 193,879

円

2 特 定 健 康 診 査

)

等 事 業 費 258,424

5 共 同 事 業 拠 出 金 6

1 共 同 事 業 拠 出 金 6

6 公 債 費 1

1 公 債 費 1

1

7 諸 支 出 金 6

療

4,119

養

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

諸

金 64,119

費

歳 出 合 計 41,1

2

24,127

3,779,584

2 高 額 療 養 費 3,590,287

3 移 送 費 40

4 出 産 育 児 諸 費 167,071
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令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算書 
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市議案第９号 

   令和５年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 令和５年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,660,009 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

114

2 使

歳

用 料 及 び 手 数 料 9

 

1 手 数 料 9

出

3 繰 入 金 1,3

 

07,388

予

1 繰 入 金 1,307

 

,388

4

算

繰 越 金 285,869

　

1 繰 越 金 2

　

85,869

１

歳

5 諸 収 入 36,62

　

9

1 延 滞 金

入

、 加 算 金 及 び 過 料 100

2 受 託 事 業 収 入 29,512

3 預 金 利 子 1

4 雑 入 7,016

歳 入 合 計 7,660,009

　　歳　出

 

款 項 金　　　　額

　 (単位    千円)

款

1 総 務 費 128,0

項

66

1 総 務

金

管 理 費 127,337

　

2 徴 収 費 7

　

29

2 後 期

　

高 齢 者 医 療 7,496

　

,239

広 域

表

額

連 合 納 付 金

　

1 後 期 高 齢 者 医 療 7,

 

496,239

(

広 域 連 合 納 付 金

単

3 健 康 増 進 事 業

位

費 22,489

 

1 健 康 増 進 事 業 費

 

22,489

  

　

千円)

1 後

　

期 高 齢 者 医 療 保 険 料 6

歳

,030,114

 

1 後 期 高 齢 者 医

入

療 保 険 料 6,030,

21



款 項 金　　　　額

　 (単位    千円)

4 諸 支 出 金 13,215

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 13,215

歳 出 合 計 7,660,009
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令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市介護保険事業特別会計予算書 
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市議案第１０号 

   令和５年度豊中市介護保険事業特別会計予算 

 令和５年度豊中市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 42,025,292 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

及 び 手 数 料 2,836

歳

1 手 数 料 2

 

,836

3

出

国 庫 支 出 金 10,42

 

4,869

予

1 国 庫 負 担 金 7,45

 

7,327

算

2 国 庫 補 助 金 2,96

　

7,542

　

4 支 払 基 金 交 付 金 11

１

歳

,044,007

　

1 支 払 基 金 交 付

入

金 11,044,007

5 府 支 出 金 5,530,422

1 府 負 担 金 5,289,136

2 府 補 助 金 241,286

6 財 産 収 入 2,68

 

3

1 財 産 運 用 収 入 2,683

7 繰 入 金 7,3

款

74,886

項

1 一 般 会 計 繰 入 金 6

金

,529,612

　

2 基 金 繰 入 金 8

　

45,274

　

8 繰 越 金 1

　

1 繰 越 金 1

表

額

9 諸 収 入 2,363

　

1 延 滞 金 、

 

加 算 金 及 び 過 料 301

(

2 預 金 利 子

単

1

3 雑 入 2

位

,061

歳

 

入 合 計 42,025,

 

292

  

　

千円)

1 保

　

険 料 7,643,22

歳

5

1 介 護 保

 

険 料 7,643,22

入

5

2 使 用 料

25



　　

3,191

4 趣 旨 普 及 費 915

2 保 険 給 付 費 39,219,897

1 介 護 サ ー

款

ビ ス 等 諸 費 36,27

項

6,133

金

2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等

　

諸 費 1,090,96

　

4

3 そ の 他

歳

　

諸 費 36,000

　

4 高 額 介 護 サ ー

額

ビ ス 等 費 1,081,

　

010

5 特

 

定入所者介護サービス

(

等費 600,090

単

6 高 額 医 療 合

位

算 介 護 135,700

 

サ ー ビ ス 等 費

 

3 地 域 支 援

　  

事 業 費 1,785,4

 

79

1 包括

千

的支援事業・任意事業

円

費 203,908

)

2 介護予防・生活支援サービス 1,540,060

事 業 費

3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 41,511

4

出

1

基 金 積 立 金 2,683

総

1 基 金 積 立

務

金 2,683

費

5 諸 支 出 金 187,

8

480

1 償

2

還 金 及 び 還 付 加 算 金 1

9

5,792

,

2 繰 出 金 171,68

7

8

歳 出 合 計

5

42,025,292

3

1 総 務 管 理 費 481,410

2 徴 収 費 44,237

3 介 護 認 定 審 査 会 費 30

26



 

 

 

令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算書 
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市議案第１１号 

   令和５年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 令和５年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 82,916 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

金 50,917

歳

3 諸 収 入 31,4

 

22

1 貸 付

出

金 元 利 収 入 31,41

 

8

2 雑 入 4

予

歳 入 合 計 8

 

2,916

　　歳　出

算

　

款 項 金　　　　額

　 

　

(単位    千円)

１

歳

1 母 子 父 子

　

寡 婦 福 祉 資 金 29,2

入

20

貸 付 事 業 費 1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 29,220

貸 付 事 業 費

2 公 債 費 36,854

1 公 債 費 36,854

3 諸 支

 

出 金 16,842

1 繰 出 金 16,842

歳 出

款

合 計 82,916

項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 繰

　

入 金 577

歳

1 繰 入 金 577

 

2 繰 越 金 50,9

入

17

1 繰 越

29



 

 

 

令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算書 
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市議案第１２号 

   令和５年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 令和５年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,892,540 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」に 

 よる。 

 

 

 令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

6,470

歳

1 繰 入 金 538,91

 

4

2 基 金 繰

出

入 金 47,556

 

3 市 債 857,

予

700

1 市

 

債 857,700

算

歳 入 合 計 1,8

　

92,540

　　歳　

　

出

１

歳

款 項 金　　　　額

　

　

 (単位    千円

入

)

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 866,728

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 866,728

2 公 債 費 222,021

1 公 債 費 222,021

 

3 諸 支 出 金 803,791

1 繰 出 金 448,372

款

2 減 債 基 金

項

積 立 金 355,419

金

歳 出 合 計 1

　

,892,540

　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 財

　

産 収 入 448,370

歳

1 財 産 売 払

 

収 入 448,370

入

2 繰 入 金 58

32



第 ２ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

公 共 用 地 

先 行 取 得 事 業 

 

千円 

 

８５７，７００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

 １０ 

年以内 

 

 １０ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 
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令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市財産区特別会計予算書 
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市議案第１３号 

   令和５年度豊中市財産区特別会計予算 

 令和５年度豊中市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 165,572 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

41

1 財 産

歳

運 用 収 入 14,941

 

3 繰 入 金 1

出

45,687

 

1 繰 入 金 145,6

予

87

4 諸 収

 

入 444

1

算

雑 入 444

　

歳 入 合 計 165,57

　

2

　　歳　出

１

歳

款 項 金　

　

　　　額

　 (単位 

入

   千円)

1 財 産 費 165,572

1 財 産 費 165,572

歳 出 合 計 165,572

 

款 項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 使

　

用 料 及 び 手 数 料 4,5

歳

00

1 使 用

 

料 4,500

入

2 財 産 収 入 14,9

36



 

 

 

令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市病院事業会計予算書 
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市議案第１４号 

令和５年度豊中市病院事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和５年度豊中市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）病 床 数           ６１３床 

    イ、一 般 病 床          ５９９床 

    ロ、感染症病床      １４床 

  （２）患 者 数        ４７３，５０２人 

    イ、入 院 患 者       １８１，９０２人（１日平均   497 人） 

    ロ、外 来 患 者       ２９１，６００人（１日平均 1,200 人） 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

              収    入 

 

第１款 病院事業収益        ２３，１４８，６９０千円 

  第１項 医 業 収 益             ２１，２６６，６６８千円 

  第２項 医 業 外 収 益              １，８８２，０２２千円 

 

              支    出 

 

第１款 病院事業費用        ２２，９５９，２００千円 

  第１項 医 業 費 用             ２２，７７４，１５９千円 

  第２項 医 業 外 費 用                １８４，０４１千円 

  第３項 予 備 費                  １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が 

資本的支出額に対し不足する額７９７，３３６千円は、当年度分消費税及び地 

方消費税資本的収支調整額１８４，０６８千円及び過年度分損益勘定留保資金 

６１３，２６８千円で補てんするものとする。）。 

 

              収    入 

 

 第１款 資 本 的 収 入               ２，９２８，６２７千円 

  第１項 企 業 債      １，９０１，３００千円 

第２項 他 会 計 負 担 金      １，０１５，２９７千円 

第３項 寄 附 金          ５，０００千円 

第４項 基 金 取 崩 金          ７，０００千円 

第５項 基 金 収 入             ３０千円 

 

              支    出 

 

 第１款 資 本 的 支 出               ３，７２５，９６３千円 

  第１項 建 設 改 良 費              ２，０２４，７５６千円 

第２項 投 資          ５，０３０千円 

  第３項 企 業 債 償 還 金      １，６９６，１７７千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 
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起 債 

の 

目 的 

限度額 

起 債 

の 

方 法 

利率 

償  還  の  方  法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

施設改良事業 

 

 

 

 

千円 

 

436,900 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

%以内 

 

3.0 

 

 

年以内 

 

15 

 

 

年以内 

 

3 

 

 

 

 

年賦又は半年

賦、元金均等

又 は 元 利 均

等、その他 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限を短縮し、も

し く は 繰 上 償

還 又 は 低 利 に

借 換 え す る こ

と が で き る も

のとし、借入先

の 融 通 条 件 が

あ る と き は こ

れ に 従 う こ と

ができる。 

 

院用備品購入

（医療機器等） 

 

1,464,400 

 

 

同上 

 

3.0 

 

5 

 

なし 

 

同上 

 

同上 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお 

りと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費 

  用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額 

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議 

決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費               １０，８２６，１３３千円 

（２）交 際 費                      １００千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 病院事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 

は、３９７，２５６千円である。 
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（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、６，２４５，０００千円と定める。 

 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種  類 名      称 数 量 

医療機器 血管撮影装置一式 1 

医療機器 
医用画像の保管及び閲覧システム

（PACS)一式 
１ 

医療機器 尿定性・尿沈渣機器一式 １ 

 

 

令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

豊中市長 長 内 繁 樹 
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令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市水道事業会計予算書 
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市議案第１５号 

令和５年度豊中市水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和５年度豊中市水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数                                １７９，２９４ 戸 

（２）年 間 総 給 水 量                          ４３，４１０，１９７ ｍ３ 

（３）一 日 平 均 給 水 量                                １１８，６０７ ｍ３ 

（４）主要な建設改良事業 

        配水管増補改良事業                 ２，６４９，０８７ 千円 

        施 設 整 備 事 業                   ９５３，３１２ 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  水道事業収益                              ８，３５３，０８８千円 

    第１項  営 業 収 益                            ７，８２９，８８４千円 

    第２項  営 業 外 収 益                                ５２３，２０４千円 

 

支                 出 

 

  第１款  水道事業費用                               ７，９８２，３１２千円 

    第１項  営 業 費 用                            ７，６３２，５４４千円 

    第２項  営 業 外 費 用                               ３４８，７６８千円 

   第３項  予 備 費                                    １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額２，４８９，０５２千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２４，４２４千円、当年

度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 １ ， ５ １ ２ ， ４ ４ ７ 千 円 、 減 債 積 立 金 

１８３，２０３千円及び繰越利益剰余金処分額４６８，９７８千円で補

てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ３，０９１，９５８千円 

    第１項  企    業    債                            ２，６８１，８８６千円 

  第２項  他 会 計 負 担 金                    ３９９，８４１千円 

    第３項 固定資産売却代金                     １０，２３１千円   

 

支                 出 

 

第１款 資 本 的 支 出                        ５，５８１，０１０千円 

    第１項  建 設 改 良 費                           ３，７３２，３５１千円 

    第２項  企 業 債 償 還 金                            １，８４８，６５９千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

 

事   項 期    間 限  度  額       

配水管増補改良事業 
（境界標復元測量業務委託等） 

令和 6 年度 56,000 千円 

機械器具等賃借業務 令和 5 年度～令和 6 年度 600 千円 

 

 

（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の
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とおりと定める。 

 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

配水管増補

改 良 事 業 

   千円 

 

1,824,000 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

3.0 

  年以内 

 

    40 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限 を 短 縮 し 、

も し く は 繰 上

償 還 又 は 低 利

に 借 換 え す る

こ と が で き る

も の と し 、 借

入 先 の 融 通 条

件 が あ る と き

は こ れ に 従 う

こ と が で き

る。 

 

施 設 整 備 

事 業 

   

857,886 

 

同上 

 

3.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 

 

（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経

費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                           １，４８１，６７７千円 

（２）交  際  費                                         ５０千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条  水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は、４９９，８５８千円である。 
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（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金のうち４６８，９７８千円は、次のとおり処分

するものと定める。 

（１）減債積立金                ４６８，９７８千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１２条  たな卸資産の購入限度額は、９５，０００千円と定める。 

 

 

令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

          

                    豊中市長  長 内 繁 樹  
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令和５年度 
（2023 年度） 

 
 

豊中市公共下水道事業会計予算書 
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市議案第１６号 

令和５年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和５年度豊中市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理可能区域戸数               １７９，２７９戸 

（２）年 間 総 処 理 水 量           ６９，３０７，８４８㎥ 

（３）一日平均処理水量                      １８９，３６６㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

        管 渠 築 造 事 業           ３，２９３，２８１千円 

        庄内終末処理場建設事業              １,０４５，９６５千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  下水道事業収益                          １６，２２３，２２８千円 

    第１項  営 業 収 益                          １３，８１９，８３５千円 

    第２項  営 業 外 収 益                            ２，４０３，３９３千円 

 

支                 出 

 

  第１款  下水道事業費用                           １６，４２１，２６９千円 

    第１項  営 業 費 用                          １６，０６７，８６３千円 

    第２項  営 業 外 費 用                              ３５２，４０６千円 

    第３項  予 備 費                                    １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額３，０７１，９６３千円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額３９５，００５千円、当年度分損

益勘定留保資金２，４３４，５７８千円、減債積立金１３９，６７２千円

及び繰越利益剰余金処分額１０２，７０８千円で補てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ３，３８１，８２６千円 

    第１項  企 業 債                    ２，２２７，９００千円 

    第２項  国 庫 補 助 金                    １，０６５，２５０千円 

    第３項 他 会 計 負 担 金              ６１，５６１千円 

  第４項 工 事 負 担 金              ２７，０２５千円 

  第５項 受 益 者 負 担 金                  ３０千円 

  第６項 返 還 金                  ６０千円 

 

支                 出 

 

  第１款  資 本 的 支 出                        ６，４５３，７８９千円 

第１項 建 設 改 良 費                    ４，５５８，７５９千円 

第２項 貸 付 金                           １９５千円 

第３項 企 業 債 償 還 金                    １，８９４，８３５千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

 

事   項 期    間 限  度  額       

管渠築造事業 
（新免幹線築造工事 2 期） 

令和 5 年度～令和 8 年度 3,701,000 千円 
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管渠築造事業 
（千里園ポンプ場監視設備更新工事等） 

令和 6 年度 1,010,000 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（水処理施設表面保護工事等）  

令和 6 年度 800,000 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（蓄電池設備更新工事） 

令和 5 年度～令和 6 年度 250,000 千円 

流域下水道終末処理場 

建設受託事業 
（3 系汚泥消化タンク土木工事等） 

令和 6 年度 1,025,000 千円 

流域下水道終末処理場 

建設受託事業 
（第 2 ポンプ場汚水ポンプ 

設備更新工事等） 

令和 6 年度～令和 7 年度 4,655,000 千円 

 

（企業債）  

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

管渠築造事

業及び庄内

終末処理場

建設事業 

   千円 

 

2,133,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

3.0 

  年以内 

 

    40 

 

 

 

 

 

 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限 を 短 縮 し 、

も し く は 繰 上

償 還 又 は 低 利

に 借 換 え す る

こ と が で き る

も の と し 、 借

入 先 の 融 通 条

件 が あ る と き

は こ れ に 従 う

こ と が で き

る。 

 

流域下水道

建設負担金 

   

94,000 

 

 

同上 

 

 

3.0 

 

 

    40 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、1，０００，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業

外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費

のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又

はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決

を経なければならない。 

（１）職員給与費                            １，３４５，６１０千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条  公共下水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、３，１６３，２５５千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金のうち１０２，７０８千円は、次のとおり処分す

るものと定める。 

（１）減債積立金                 １０２，７０８千円 

 

 

  令和５年（２０２３年）２月２４日提出 

 

 

                             豊中市長  長 内 繁 樹 
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